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※本稿は、2025年 2月 7日時点のものである。

【全体の構成】

➀ 米国の関税措置に対する対抗措置（対米関税
(2025年 2月 10日適用 )・グーグルへの独禁
法調査）

➁ タングステン、モリブデン等のレアメタル 5
種を含む輸出規制等を発動（2025年 2月 4日
公布、施行）

➂ 米国企業 2社を「中国企業との正常な取引を
中断し、中国企業に対する差別的な措置を
取っている」として信頼できないエンティ
ティリストに掲載（2025年 2月 4日公布、施
行）

①�米国の関税措置に対する対抗措
置（対米関税 (2025 年 2月 10 日
適用 )・グーグルへの独禁法調査）

中国は 2月 4日、2月 1日に発表された米国の関
税措置に関し「米国による一方的な関税賦課は中米

間の正常な経済貿易協力にも損害を与えるものであ
る。」として、中華人民共和国関税法、対外貿易法及
びその他の法令ならびに国際法の基本原則に従い、
国務院の承認を得て、2025年 2月 10日より、米国
を原産地とする一部の輸入品に関税を上乗せするこ
とを発表した。
　石炭及び液化天然ガス (LNG)には現行の税率に
15％を上乗せするとして附属書 1に 8品目が掲載さ
れ、原油、農業機械、大排気量自動車、ピックアッ
プトラックには現行の税率に 10％の関税を上乗せ
するとして附属書 2に 72品目が掲載されている。
他方で、昨年の中国の LNG輸入に占める米国か

らの供給は約 6％。中国は米国から石炭をほとんど
輸入していない（ブルームバーグ 2025.2.4）。

米国を原産地とする特定の輸入品に対する追加
関税の賦課に関する国務院の関税率委員会の発
表（中華人民共和国財政部サイト 2025年 2月 4
日）： 別添１  ※ CISTEC仮訳
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxin
wen/202502/t20250204_3955222.htm

附属書 1　15%関税の対象となる品目一覧 ：別

CISTEC 事務局

〈4〉�米国の対中 10％関税賦課後の中国による
対抗的規制動向
―米国の関税措置に対する対抗措置（対米関税・グーグル
への独禁法調査）

―タングステン、モリブデン等のレアメタル 5種を含む輸出
規制等を発動。再輸出規制も対象に。

―米国企業 2社「中国企業に対する差別的な措置を取って
いる」として信頼できないエンティティリストへ追加

特集／第 2次トランプ政権の基本方針と中国の対抗措置

《全文公開》



182 CISTEC Journal　2025.3 No.216

添 2  ※ CISTEC仮訳  
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxin
wen/202502/P020250204464880131371.pdf
附属書 2　10%関税の対象となる品目一覧： 別
添 3  ※ CISTEC仮訳
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxin
wen/202502/P020250204464880423871.pdf

また、（米国による追加関税措置の発動直後に）中
国の独占禁止当局である国家市場監督管理総局（Ｓ
ＡＭＲ）は４日、米アルファベット (GOOGL.O), 
opens new tab傘下グーグルに対する調査を開始した
と発表した。中国当局によると、グーグルには独禁
法に違反した疑いがあり、同法に基づき調査を開始
したという。調査の詳細や違反行為には触れていな
い（ロイター2025.2.4）。
グーグルの検索サービスは 2010年以来、中国でブ

ロックされているが、同社は中国でいくつかの事業
活動を行っており、例えば、オペレーティングシス
テム（OS）「アンドロイド」は依然として中国製ス
マートフォンの主要な OSで、華為技術（ファーウェ
イ）や小米科技（シャオミ）といったメーカーが使
用している。また、グーグルは中国の開発者との提
携を通じて、中国市場にアプリやゲームを提供し続
けている（BBC2025.2.4）。

【中国市場監督管理局による発表】
■グーグルに対する調査立件決定
市場監督管理総局、法に基づき調査案件の立件
を決定
発行：2025-02-04 13:02　市場監督管理総局
グーグル社は、中華人民共和国独占禁止法に違
反する疑いがあるため、市場監督総局は、法律
に基づき、グーグル社に立件調査を実施する。　
https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2025/art_396a9a
b3aa6d4c4bbd40833815afd245.html
■エヌビディアに対する調査実施
　エヌビディアに独占禁止法違反の疑い市場監
督管理総局は、法に基づき調査案件の立件を決
定した。発行：2024-12-10 11:02市場監督管理総
局
　最近、エヌビディアが中華人民共和国の独占
禁止法に違反した疑いがあり、また、エヌビディ

アによる追加制限条件付きマイロステクノロ
ジー社の持分取得の承認に関する市場監督総局
の独占禁止審査決定に関する公告（市場監督総
局公告 [2020]第 16号）に基づき、市場監督総
局はエヌビディアに対して法に基づく届出調査
を実施した。
https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2024/art_ad61
f8894aff41bdbf8780f0b258d3dd.html

②�タングステン、モリブデン等のレ
アメタル 5種を含む輸出規制等
を発動（2025 年 2月 4日公布、施
行）

今般、中国商務部と税関総署は、中国輸出管理法、
対外貿易法、関税法及び両用品目輸出管理条例の関
連規定に基づき、国家の安全と利益を守り、拡散防
止等の国際義務を履行するため、国務院の承認を得
て、輸出規制を実施する旨が発表された（2025年 2
月 4日公布・施行）。
商務部税関総署公告 2025年第 10号： 別添 4  ※

CISTEC仮訳
タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、
インジウム関連製品に対する輸出規制の実施決定に
関する公告

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_
e623090907fc4e1092f0a4db72f57b95.html

今回の措置は、タングステン、テルル、ビスマス、
モリブデン、インジウムの 25種類の関連製品及びそ
の技術やデータについて、全世界向けに輸出規制等
を実施するもの。それぞれの関連製品について、具
体的な技術的仕様と税関品目番号（HSコード）が記
載されている。中国は世界のタングステン生産量の
約 80％を占め、タングステンは高温に対する緩衝材
として機能し、防衛産業では徹甲弾に最も多く使用
されている（ブルームバーグ 2025.2.4）。商務部報道
官の会見（後述）によると、「関連規定を遵守する輸
出は許可される」とされている。
他方で、以下のケースでは輸出は禁止されるもの
と考えられる。
即ち、昨年 12月 3日に発動された米国への対抗措
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置パッケージでは、米国の軍事ユーザー又は軍事用
途向けの両用品目の輸出を禁止した。輸出管理法及
び両用品目輸出管理条例における「両用品目」の定
義は幅広いものになっており（※）、この対抗措置発
動の時点で、これら 25種類の関連製品及び技術デー
タは、米国の防衛関連企業や軍事用途向けには禁止
されていたと考えられる。
※ 輸出管理法第 2条では、「本法に言う両用品目とは、民

事用途だけでなく、軍事用途または軍事上の潜在能力の

向上にも役立つ、特に大量破壊兵器とその運搬手段の設

計・開発・生産または使用に用いることのできる貨物・

技術とサービスを指す」と定義されている（条例も同

旨）。この中に各種のリスト規制品目も含まれる形にな

ると思われる。

また、本年 1月２日に発動された、輸出管理法及
び両用品目輸出管理条例に基づく、米国の禁輸リス
トである Entity List に相当する、「輸出管理規制
ユーザーリスト」の掲載企業（米国 28企業）向け
は、当該リストの公告時の措置において、「両用品目
を輸出することを禁止」するとされており、その時
点で進められている関連輸出活動に関しても直ちに
停止するよう求めていた。今回の措置の対象となる
25種類の品目に関しても、「輸出管理規制ユーザー
リスト」掲載企業向けの輸出は禁止されることにな
る（同リスト掲載の米国 28企業の多くは米国の軍事
ユーザーでもあり、これら品目の輸出は昨年 12月 3
日発動の対抗措置で禁止された形になっていたと思
われる）。
また、昨年 12月 3日に発動された米国への対抗措

置発動時、及び本年 1月 2日の「輸出管理規制ユー
ザーリスト」の公告時の商務部報道官の記者会見に
おいて、対象企業への中国原産の両用品目の禁輸に
関し「如何なる輸出者も違反してはならない」とさ
れていた。今回の措置の対象となる 25種類の品目に
関しても、対象企業への輸出等は輸出管理条例第 49
条に基づく中国原産品の再輸出規制の対象になると
思われ、米国の軍事ユーザー・軍事用途向けや、「輸
出管理規制ユーザーリスト」向けの場合には、日本
の企業においても細心の注意を払うことが必要とな
る。

1 「商务部新闻发言人就对钨等物项实施出口管制应询答记者问」（中華人民共和国商務部サイト総合信息 2025年 2月 4日）https://
aqygzj.mofcom.gov.cn/zhxx/art/2025/art_938b5e1f8d7743feb4a1e20bcd257f2a.html

　現時点の再輸出規制では、中国原産品の当該品目
そのものの再輸出が対象と考えられるが、近々実施
される見込みのデミニミスルールや外国直接製品
ルールが適用されることになれば、中国以外でそれ
ら品目を使って製造した品目の輸出も中国当局の許
可対象となってくることになり、国際サプライ
チェーンに大きな影響をもたらすことになり得る。

■ CISTEC解説（2024.12.5）
米国の対中輸出規制強化に対する中国の対抗措
置について
　― 米国防衛関連企業・分野向けの全ての汎用

品輸出を禁止 
　― 優位性ある鉱物資源輸出を対米原則不許可
又は厳格審査

　― 輸出管理法の再輸出規制の適用開始。今後
適用類型が拡大し、国際サプライチェーン
に大きな影響の可能性

　 h t tps : / /www.cis tec .or. jp /serv ice /ke iza i_
anzenhosho/china/data/20241205.pdf
■ CISTEC解説（2025.1.7）
中国の最近の輸出規制とその関連動向（2024年
12月末～2025年 1月初め） 
　― 米国に対する対抗措置を更に拡大 
　― 輸出管理法初の「輸出管理規制ユーザーリ
スト」を掲載

　　 信頼できないエンティティリストや反外国
制裁法の報復リストと複合的運用 

　― 今後、再輸出規制の拡大により、中国外で
中国原産品を使用した製品の対米輸出が中
国当局の許可対象になる可能性

　 h t tps : / /www.cis tec .or. jp /serv ice /ke iza i_
anzenhosho/china/data/20250107.pdf

■商務部報道官による記者会見（商務部ウェブサイ
ト 2025年 2月 4日）※ CISTEC仮訳

○商務部報道官がタングステン等の品目に対す
る輸出規制（管理）の実施について記者の質問
に回答 1  
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　質 問：2月 4日、商務部・海関総署（税関総
署）はタングステン等の品目の輸出管理に
関する公告を公布しました。中国側は今回
の輸出管理政策を実施するにあたり、どの
ような点を考慮しましたか？

　回 答：2月 4日、中国商務部は海関総署（税
関総署）と共同でタングステン等の関連品
目の輸出管理実施に関する公告を公布し、
パラタングステン酸アンモニウムなど 25
種類のレアメタル製品およびその技術に対
して輸出管理を実施することとした。この
政策は公布の日より正式に施行される。
我々は事前に関係国および地域に通告を
行っている。

　　 　タングステン等の関連品目に対する輸出
管理の実施は国際的な慣行である。中国は
世界の主要なタングステン等の関連品目の
生産国および輸出国として、長年にわたっ
て、核不拡散等の国際義務を確固として履
行し、国の安全と利益を守るという必要に
基づいて、法に従って特定の関連品目に対
して輸出管理を実施しており、今回の関連
品目の追加は、発展と安全を統一的に計画
するという管理の理念を体現したものであ
り、国の安全と利益をよりしっかりと守る
ことに資するものであり、核不拡散などの
国際義務をよりしっかりと履行するのに資
するものであり、世界の産業チェーン・サ
プライチェーンの安全・安定を保障するの
に資するものである。関連規定に合致する
輸出は、許可を与える。

③�米国企業 2社を信頼できないエ
ンティティリストに掲載（2025
年 2月 4日公布、施行）

今般、対外貿易法、国家安全法及び反外国制裁法
等に基づき、米国の PVHグループとイルミナ社は、
通常の市場取引の原則に違反し、中国企業との正常
な取引を中断し、中国企業に対する差別的な措置を
取っているとの理由で、同社を信頼できないエン
ティティリストに掲載する旨が発表された（2025年

2月 4日公布・施行）。
■ 信頼できないエンティティリスト公告 2025年
第 4号： 別添 5  ※機械翻訳

　 https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/
art_ab15d2258dda4e93b8ad1ec4776d37c3.html

中国政府は昨年 9月、PHVグループは中国の新疆
ウイグル自治区で生産された製品の取引を正当な理
由なく拒否するなど差別的な措置を講じ、中国企業
の利益を損なった疑いがあるとして調査を始めたと
発表していた。過去 3年間に新疆ウイグル自治区に
関連する製品に対して「差別的な措置」を講じたか
どうかについて 30日以内に書面での回答を求めて
いた。
■ 信頼できないエンティティリストの調査開始に
関する発表（2024.9.24）

　 https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2024/art
_990973ae8cba408883fa028c374c2df3.html

本年 1月 25日、商務部報道官は、「新疆に関連し
た不適切な活動に従事していたことが明らかになっ
た。最終的な調査結果は法律に従って公表される予
定」としていた。
■商務部報道官による記者会見（商務部ウェブサイ
ト 2025年 1月 25日）※機械翻訳
https://ca.mofcom.gov.cn/xwfb/art/2025/art_ee13b480ce
594ed18be7ad3c4b180c19.html

商務省の報道官は、信頼できない企業リストに
関連する措置について記者の質問に答えた。
質 問：2024年 9月 24日、中国は米国 PVHグ
ループに対する信頼できないエンティティリ
ストの調査を開始すると発表しました。調査
の現在の進捗状況はどうですか ?
回 答：信頼できないエンティティリストの作業
メカニズムは、法律に従って米国 PVHグルー
プに対する調査を秩序正しく進めています。
訴訟が提起されて以来、私たちは PVHグルー
プの陳述や答弁を何度も聞き、PVHグループ
が提出した書面資料を検討してきました。予
備調査により、PVHグループが新疆に関連し
た不適切な活動に従事していたことが明らか
になりました。メカニズムオフィスは近い将
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来に再び PVHグループと会合する予定です。
最終的な調査結果は法律に従って公表される
予定です。

　 　中国は信頼できない実体リストの問題を常
に慎重に扱っており、法に基づいて中国の国
家安全を脅かすごく少数の外国実体のみを標
的にしている。誠実で法を遵守する外国実体
には心配する必要はない。中国政府はこれま
で通り、世界中の企業による中国への投資と
ビジネスを歓迎しており、中国で事業を展開
する法を遵守し、法令を順守する外資系企業
に安定した、公正で予測可能なビジネス環境
を提供することに尽力しています。

信頼できないエンティティリストは、2020年 9月
に施行されたが、これは当時、米国政府が中国企業
をエンティティリスト（禁輸リスト）に掲載したり、
中国企業の通信等サービスの排除、香港自治に関す
る制裁等の動きを強めていたことを受け、これらに
対抗するために急遽制定されたものである。人民日
報系の環球時報などは、これによって米国企業に強
力な懲罰的措置を講ずるべきとの論陣を張ってい
た。
このような流れの中で、日本企業等は、米国の再
輸出規制と中国の対抗措置との間で板挟みになる可
能性について大きな懸念が生じていた（以下
CISTEC解説を参照）。

■ CISTEC解説（2020.9.23）
　 中国における「信頼できないエンティティ・
リスト」、「輸出禁止 ･輸出制限技術リスト」
の施行について

　 ―外商投資促進努力と相容れない対中ビジネ
スリスクとなる恐れ

h t t p s : / / w w w. c i s t e c . o r. j p / s e r v i c e / c h i n a _
law/20201130-30-20200923.pdf

これまで、信頼できないエンティティリストへの
掲載は主に、台湾への武器売却の関与を理由として
米国の防衛関連企業が掲載されていた（最近では、
本年 1月 2日、14日及び 15日）。
　今回の措置においては、これまでとは異なり、「通
常の市場取引の原則に違反し、中国企業との正常な

取引を中断し、中国企業に対する差別的な措置を
取っている」との理由となっている（後掲）。
アパレル企業の米国 PVHグループ（カルバン・ク
ライン等のブランドで知られる）については、前述
の商務部報道官の説明では「新疆に関連した不適切
な活動に従事していた」とあることから、2022年 6
月に施行されたウイグル強制労働防止法に基づくウ
イグル産品や関連の特定事業者の製品の輸入禁止等
の措置に関係しているものと推察される。
イルミナ社は遺伝子解析等を手掛けるバイオテク
ノロジー企業であるが、商務部から具体的な問題行
為の説明はなされていない。ただ、昨年来、米国上
下院でそれぞれ中国の特定のバイオテクノロジー企
業やこれと取引を行う企業を連邦政府調達から排除
する「バイオセキュリティ法案」が優先法案の一つ
として審議されており（下院では可決済）、この動き
と関係している可能性が高いと思われる。
　このように、米国側の規制によって中国企業との
取引が困難となったことが、中国側から見て差別的
な措置を取っているとされ制裁対象となるという構
図は、信頼できないエンティティリストの制定当初
から懸念されていた、中国と経済取引を行う外国企
業が、米中間での踏み絵、股裂き局面に直面すると
いう事態（以下 CISTEC解説 p.5➁）が現実化した
ものと言える。
今後、米国企業だけでなく、（米国の再輸出規制、
同志国連携による規制、独自規制に関わる）日本の
企業も含めて同様の構図に立たされる可能性がある
ことに、十分な留意が必要である。
なお、今回の措置に関して、本年 1月の台湾への
武器売却の関与を理由とした措置内容とは異なり、
信頼できない実体リスト規定第 10条に基づき、➀中
国に関連する輸出入活動への禁止、➁中国国内への
投資を禁止、➂高級管理職員の入国禁止、➃高級管
理職員の中国国内での就業許可、滞在、在留資格の
不承認及び取り消し、等の具体的な措置内容は明示
されておらず、関連法規に基づき相応の措置を講じ
るとしつつ、本公告に記載されていない事項につい
ては、「信頼できない企業リストに関する規定」に
従って実施するとされている。

■商務部報道官による記者会見（商務部ウェブサイ
ト 2025年 2月 4日）※ CISTEC仮訳
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○商務部報道官が米国企業 2社を信頼できない
エンティティリストに加えたことに対する記者
の質問に回答 2

　質 問：2025年 2月 4日、中国は米国 PVHグ
ループとイルミナ（Illumina, Inc.）を “信頼
できないエンティティリスト” に追加しま
した。どのような点を考慮しましたか？

　回 答：調査によれば、米国 PVHグループとイ
ルミナ社には、正常な市場取引の原則に違
反し、中国企業との正常な取引を中断し、
中国企業に対して差別的な措置を取り、中
国企業の合法権益を深刻に損なう行為が
あった。国の主権、安全と発展の利益を守
るため、《中華人民共和国対外貿易法》《中
華人民共和国国家安全法》、《中華人民共和
国反外国制裁法》等の関連法律に基づき、
《信頼できないエンティティリスト規定》の
関連規定を根拠にして、信頼できないエン
ティティリスト業務機関は上記 2社を信頼
できないエンティティリストに追加し、関
連法律法規に基づいて、上記実体に相応の
装置を講じることを決定した。

　　 　中国側は一貫して信頼できないエンティ
ティリストの問題を慎重に処理しており、
法に従って我が国の安全を脅かすごく少数
の外国の実体を対象としているだけであ
り、誠実に法律を遵守する外国の実体は全
く心配する必要はない。中国政府は、これ
まで通り、世界各国の企業が中国に投資し
事業を興すことを歓迎し、法令を遵守する
外資企業の中国での経営に安定した、公平
で予測可能なビジネス環境を提供すること
に尽力する。

■信頼できない実体リスト規定の関連条文

信頼できない実体リスト規定（抄）※ CISTEC
仮訳
h t t p s : / / w w w. c i s t e c . o r. j p / s e r v i c e / c h i n a _

2 「商务部新闻发言人就将两家美国企业列入不可靠实体清单答记者问」（中華人民共和国商務部サイト総合信息 2025年 2月 4日）
https://aqygzj.mofcom.gov.cn/zhxx/art/2025/art_653b3a41de274f96a999e3667eec4144.html

law/20201130-31-20200923-2.pdf
　第 十条　信頼できない実体リストに加えられ
た外国の実体に対して、実務機構は、実際 
の状況に基づいて、以下の 1つ或いは複数
の措置（以下、処理措置と呼ぶ）を採るこ
とを決定し、且つ公布することができる。

　 （一）中国に関連する輸出入活動に従事するこ
とを制限或いは禁止する；
　 （二）中国国内で投資することを制限或いは禁
止する；
　 （三）関係人員或いは移動手段等の入国を制限
或いは禁止する；
　 （四）関係人員の中国国内での就業許可、滞在
或いは在留資格を制限或いは取り消す； 
　 （五）情状の深刻さに基づいて、相応金額の罰
金を科する；
　 （六）その他の必要な措置。
　 前項に規定する処理措置は、関連部門が職責
分業に基づいて、法に依り実施し、その他の
関連団体及び個人は協力しなければならな
い。
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米国を原産とする一部の輸入商品に追加関税を課すことに関する�
国務院関税税則委員会の公告 1

税委員会公告 2025年第 1号

2025年 2月 1日、米国政府はフェンタニル等の問題を理由に中国が米国に輸出するすべての商品に 10%の
追加関税を課すことを発表した。米国による一方的に追加関税は世界貿易機関（WTO）のルールに対する重大
な違反であり、自国の問題の解決に役立たないだけでなく、中米の正常な経済・貿易協力を損なうものである。

《中華人民共和国関税法》、《中華人民共和国海関法》、《中華人民共和国対外貿易法》等の法律法規と国際法の
基本原則に基づいて、国務院の承認を得て、2025年 2月 10日より、米国を原産とする一部の輸入商品に追加
関税を課す。関連事項は以下の通り：

一、石炭、液化天然ガスに対して 15%の追加関税を課す。具体的な商品範囲は付属文書 1を参照。
二、原油、農業機械、大排気量自動車、ピックアップトラックに 10%の追加関税を課す。具体的な商品範囲
は付属文書 2を参照。
三、米国を原産とする付属文書に掲載された輸入商品について、現行の適用関税率に加えて、それぞれ相応
の追加関税を課し、現行の保税、減免税政策に変更はなく、今回課される追加関税は減免されない。

付属文書：1．15%の追加関税を課す商品リスト
　　　　　2．10%の追加関税を課す商品リスト

国務院関税税則委員会
2025年 2月 4日

1 「国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告」（中華人民共和国財政部サイト 2025年 2月 4日）
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202502/t20250204_3955222.htm；（付属文書 1）https://www.mof.gov.cn/
zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202502/P020250204464880131371.pdf；（付属文書 2）https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/
caizhengxinwen/202502/P020250204464880423871.pdf
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付属文書 2　10％の追加関税を課す商品リスト

※ CISTEC仮訳
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商務部・海関総署公告 2025年第 10号

タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連品目の輸出管理実施の決定の公布 2

【発布団体】安全与管制局（産業安全与進出口管制局）
【発布文書番号】商務部公告 2025年第 10号
【発布期日】2025年 2月 4日

《中華人民共和国輸出管理法》《中華人民共和国対外貿易法》《中華人民共和国海関法》《中華人民共和国両用
品目輸出管理条例》の関連規定に基づき、国家の安全と利益を守り、拡散防止等の国際義務を履行するため、
国務院の承認を得て、以下の品目に対して輸出管理を実施することを決定した：

一、タングステン関連材料
（一）1C117.d．タングステン関連材料

1．パラタングステン酸アンモニウム（参考海関商品番号（HSコード）：2841801000）；
2．酸化タングステン（参考海関商品番号（HSコード）：2825901200、2825901910、2825901920）；
3． 1C226で規制（管理）していない炭化タングステン（タングステンカーバイド）（参考海関商品番号（HS
コード）：2849902000）。

（二）1C117.c．以下のすべての特性をもつ固体タングステン：
1．以下のいずれかの特性をもつ固体タングステン（粒子、粉末状は含まない）：
　a． 1C226、1C241項で規制（管理）していないタングステンおよびタングステン含有量が 97%（重量比）

以上のタングステン合金（参考海関商品番号（HSコード）：8101940001、8101991001、8101999001）；
　b． タングステン含有量が 80%（重量比）以上のタングステン添加銅（参考海関商品番号（HSコード）：

8101940001、8101991001、8101999001）；
　c． タングステン含有量が 80%（重量比）以上の銅タングステン（参考海関商品番号（HSコード）：

8101940001、8101991001、8101999001）
　d． タングステン含有量が 80%（重量比）以上の銀タングステン（銀含有量が 2%以上）（参考海関商品番

号（HSコード）：7106919001、7106929001）
2．以下のいずれかの製品に機械加工できるもの：
　a．直径 120mm以上、長さ 50nm以上の円柱体；
　b．内径 65mm以上、肉厚 25mm以上で、かつ長さが 50mm以上の管材；
　c．寸法が 120mm× 120mm× 50mm以上の塊状物。

（三） 1C004　以下のすべての特性をもつタングステン・ニッケル・鉄合金（参考海関商品番号（HSコード）：
8101940001、8101991001、8101999001）またはタングステン・ニッケル・銅合金（参考海関商品番号（HS
コード）：8101940001、8101991001、8101999001）

　a．密度が 17.5 g/cm3より大きい； 
　b．弾性限界が 800 MPaを超える；

2 「商务部 海关总署公告 2025年第 10号 公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项 实施出口管制的决定」（中華人民共和国商務部サイト・
政務公開・政策発布 2025年 2月 4日）https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_e623090907fc4e1092f0a4db72f57b95.html
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　c．極限引張強度が 1270 MPaより大きい；
　d．伸び率が 8%を超える。

（四） 1E004、1E101.b．　1C004、1C117.c、1C117.d項を生産するための技術および資料（プロセス仕様、プロ
セスパラメータ、加工プログラム等を含む）

二、テルル関連品目
（一）6C002.a.　金属テルル（参考海関商品番号（HSコード）：2804500001）。
（二） 6C002.b.　以下のいずれかのテルル化合物単結晶または多結晶製品（基板またはエピタキシャルウェーハ

を含む）：
1．テルル化カドミウム（参考海関商品番号（HSコード）：2842902000、3818009021）；
2．テルル化亜鉛カドミウム（参考海関商品番号（HSコード）：2842909025、3818009021）；
3．テルル化カドミウム水銀（参考海関商品番号（HSコード）：2852100010、3818009021）。

（三） 6E002　6C002項で生産するための技術および資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工プログラ
ム等を含む）。

三、ビスマス関連品目
（一） 6C001.a．1C229項で規制（管理）していない金属ビスマスおよびその製品。インゴット、ブロック、ビー

ズ、粒子、粉末等の形状を含むがこれらに限定されない（参考海関商品番号（HSコード）：8106101091、
8106101092、8106101099、8106109090、8106901019、8106901029、8106901099、8106909090）。

（二）6C001.b．ゲルマニウム酸ビスマス（参考海関商品番号（HSコード）：2841900041）。
（三）6C001.c．トリフェニルビスムチン（参考海関商品番号（HSコード）：2931900032）。
（四）6C001.d．トリス（4-エトキシフェニル）ビスマス（参考海関商品番号（HSコード）：2931900032）。
（五） 6E001　6C001項を生産するための技術および資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工プログラ

ム等を含む）。

四、モリブデン関連品目
（一） 1C117.b.　モリブデン粉末：ミサイル部品の製造に使用するモリブデン含有量（重量比）が 97%以上、粒

径が 50× 10-6m（50 μ m）以下のモリブデンおよび合金粒子（参考海関商品番号（HSコード）：
8102100001）。

（二） 1E101.b．1C117.b項を生産するための技術および資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工プログ
ラム等を含む）。

五、インジウム関連品目
（一）3C004.a．インジウムリン（参考海関商品番号（HSコード）：2853904051）。
（二）3C004.b．トリメチルインジウム（参考海関商品番号（HSコード）：2931900032）
（三）3C004.c．トリエチルインジウム（参考海関商品番号（HSコード）：2931900032）
（四） 3E004　3C004項を生産するための技術および資料（プロセス仕様、プロセスパラメータ、加工プログラ

ム等を含む）。

輸出者が上記品目を輸出する際、《中華人民共和国輸出管理法》《中華人民共和国両用品目輸出管理条例》の
関連規定に従って国務院商務主管部門に許可を申請しなければならない。
本公告は公布の日より正式に実施する。《中華人民共和国両用品目輸出管理リスト》も同時に更新する。
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PVH�Group�USA とイルミナ・インクの信頼できない企業リストへの掲載に関する信頼�
できない企業リストの作業メカニズムに関するお知らせ 3

【公布部門】安全与管制局
【公布番号】信頼できないエンティティリスト業務機構公告〔2025〕4号
【公布日】2025年 02月 04日

信頼できないエンティティリスト業務機構
公告

2025年 第 4号

国家主権、安全保障および発展の利益を保護するため、中華人民共和国対外貿易法、中華人民共和国国家安
全保障法、中華人民共和国反外国制裁法およびその他の関連法に基づき、また「信頼できない企業リストに関
する規定」の関連規定に基づき、信頼できない企業リスト作業機構は、米国企業 PVHグループおよびイルミ
ナ・インクを信頼できない企業リストに含めることを決定した。(イルミナ社）を「信頼できない企業リスト」
に掲載することを決定した。
上記 2社は、中国企業との正常な取引を中断し、中国企業に対する差別的措置を採用することで、正常な市
場取引の原則に違反し、中国企業の合法的権益を深刻に害している。信用できない企業リスト作業機構は、関
連法規に基づき、上記企業に対して相応の措置を講じる。
本公告に規定されていない事項については、《信頼できない実体リスト規定》に基づき、執行する。
本公告は公布の日より実施する。

信頼できないエンティティリスト業務機構
（商務部代章）

2025年 2月 4日

3 「不可靠实体清单工作机制关于将美国 PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单的公告」（中華人民共和国商務部サイト・政務
公開・政策発布 2025年 2月 4日）
  https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_ab15d2258dda4e93b8ad1ec4776d37c3.html
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